
令和２年２月市議会定例会付議件名 

＠＠区  分＠＠ ＠＠件  名＠＠ ＠ ＠ 理 由 ＠ ＠ 

第 １号議案 

発送遅延 

人権擁護委員の候補者の

推薦について 

人権擁護委員 宮地
み や ち

一重
かずしげ

氏、赤木
あ か ぎ

幸
ゆき

仁
ひと

氏、福田
ふ く だ

誠司
せ い じ

氏及び山外
やまそと

博司
ひ ろ し

氏の任期満了に伴い、その

後任の委員の候補者を推薦したいが、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求める必要がある。 

第 ２号議案 令和元年度長崎市一般会計補正予算（第７号） 

第 ３号議案 令和元年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第４号） 

第 ４号議案 令和元年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ５号議案 令和元年度長崎市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

第 ６号議案 令和元年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ７号議案 令和元年度長崎市水道事業会計補正予算（第４号） 

第 ８号議案 令和元年度長崎市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第 ９号議案 令和２年度長崎市一般会計予算 

第１０号議案 令和２年度長崎市観光施設事業特別会計予算 

第１１号議案 令和２年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算 

第１２号議案 令和２年度長崎市土地取得特別会計予算 

第１３号議案 令和２年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算 

第１４号議案 令和２年度長崎市駐車場事業特別会計予算 

第１５号議案 令和２年度長崎市財産区特別会計予算 

① 人 事  １件  ④ その他 ２１件

② 予 算 ２２件 ⑤ 報 告  ５件 

③ 条 例 ２３件

合 計 ７２件 
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第１６号議案 令和２年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

第１７号議案 令和２年度長崎市介護保険事業特別会計予算 

第１８号議案 令和２年度長崎市生活排水事業特別会計予算 

第１９号議案 令和２年度長崎市診療所事業特別会計予算 

第２０号議案 令和２年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

第２１号議案 令和２年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算 

第２２号議案 令和２年度長崎市水道事業会計予算 

第２３号議案 令和２年度長崎市下水道事業会計予算 

第２４号議案 長崎市総合計画策定条例 本市の総合計画の策定に関し必要な事項を定め

たい。 

第２５号議案 市長等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例 

市長等の損害賠償責任の一部を免責することに

ついて定めたい。 

第２６号議案 長崎市動物愛護管理員の

設置に関する条例 

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に

伴い、動物の愛護及び管理に関する事務を行う

職員を置く必要がある。 

第２７号議案 地方独立行政法人長崎市

立病院機構の役員等の損

害賠償責任の一部免除に

関する額を定める条例 

地方独立行政法人長崎市立病院機構の役員等の 

損害賠償責任の一部免除に関する額を定めたい。

第２８号議案 長崎駅西口自動車整理場

条例 

道路法の規定に基づき駐車料金を徴収する長崎

駅西口自動車整理場に関し必要な事項を定めた

い。 

第２９号議案 長崎市固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正

する条例 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律の一部改正に伴い、関係条文の整理を

する必要がある。 

第３０号議案 長崎市附属機関に関する

条例の一部を改正する条

例 

本市の観光及びＭＩＣＥの振興に関する重要事

項を調査審議するため、長崎市観光・ＭＩＣＥ

振興審議会を設置したい。 
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第３１号議案 長崎市附属機関に関する

条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例 

本市の宿泊税の導入に関する調査審議を継続す

るため、長崎市宿泊税検討委員会の設置期間を

延長したい。 

第３２号議案 長崎市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

子ども・子育て支援法等の一部が改正され、私

立幼稚園を利用する子どもに係る一部の保育料

が無償とされたこと等に伴い、私立幼稚園就園

奨励費補助金の交付に関する個人番号を利用す

る事務及び当該事務を処理するために利用でき

る特定個人情報に係る規定を削除したい。 

第３３号議案 昭和天皇の崩御に伴う職

員の懲戒免除及び職員の

賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例の一部

を改正する条例 

地方自治法の一部改正に伴い、関係条文の整理

をする必要がある。 

第３４号議案 職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部を改正する

条例 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、当該職員

の服務の宣誓に係る規定を整備したい。 

第３５号議案 長崎市職員互助会条例の

一部を改正する条例 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴い、関係条文の整理をする必要

があるのと、その他所要の整備をしたい。 

第３６号議案 一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正す

る条例 

獣医師の処遇改善を図るため、獣医師に初任給

調整手当を支給したい。 

第３７号議案 長崎市職員退職年金条例

の一部を改正する条例 

民法の一部改正に伴い、関係条文の整理をする

必要がある。 

第３８号議案 長崎市基金の設置、管理

及び処分に関する条例の

一部を改正する条例 

被爆樹木の保存及び活用を推進するため、クス

ノキ基金の設置目的を見直したい。

第３９号議案 長崎市税条例の一部を改

正する条例 

市民税及び軽自動車税の種別割に係る減免の申

請手続の簡略化を図りたいのと、その他所要の

整備をしたい。 
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第４０号議案 長崎市手数料条例の一部

を改正する条例 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能

基準の適合性判定に係る簡易な評価方法による

手数料の額を定めたいのと、当該適合性判定に

係る一部の手数料の額を見直したいのと、その

他所要の整備をしたい。 

第４１号議案 長崎市印鑑条例の一部を

改正する条例 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴い、印鑑の登録を受けることができ

る者に関する成年被後見人の権利の制限に係る

措置の適正化を図りたい。 

第４２号議案 長崎市旅館業法施行条例

及び長崎市公衆浴場法施

行条例の一部を改正する

条例 

公衆浴場における衛生等管理要領等の一部改正

に伴い、公衆浴場等の構造設備及び営業者が講

ずべき措置の基準を見直したいのと、その他所

要の整備をしたい。 

第４３号議案 長崎市浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例の

一部を改正する条例 

１ 浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽管理士

に対する研修の機会の確保に関する事項を定

める必要がある。 

２ 浄化槽保守点検業者の登録に係る変更の届

出の提出期限を延長したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 

第４４号議案 長崎都市計画（長崎国際

文化都市建設計画）事業

東長崎平間・東地区土地

区画整理事業施行条例及

び長崎都市計画（長崎国

際文化都市建設計画）事

業長崎駅周辺土地区画整

理事業施行条例の一部を

改正する条例 

民法及び商法の一部が改正され、法定利率が見

直されたこと等に伴い、清算金の分割徴収に係

る利子の利率の上限を見直す必要がある。 

第４５号議案 長崎市営住宅条例の一部

を改正する条例 

民法の一部が改正され、法定利率が見直された

ことに伴い、不正入居者に対する明渡し時の利

息の適用利率を見直す必要がある。 

第４６号議案 長崎市食品衛生に関する

管理運営基準を定める条

例を廃止する条例 

食品衛生法の一部改正に伴い、公衆衛生上講ず

べき措置の基準が同法等において定めることと

されたため。 
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第４７号議案 辺地に係る公共的施設の

総合整備計画について（

形上辺地） 

形上辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定

めたいが、この総合整備計画を定めるに当たっ

ては、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条第１

項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

第４８号議案 辺地に係る公共的施設の

総合整備計画の変更につ

いて（高島辺地） 

診療施設整備事業を追加すること等に伴い、辺

地に係る公共的施設の総合整備計画を変更した

いが、この変更については、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条第８項において準用する同条

第１項の規定により議会の議決を経る必要があ

る。 第４９号議案 辺地に係る公共的施設の

総合整備計画の変更につ

いて（池島辺地） 

第５０号議案 訴えの提起について 住民活動に関する保険契約に係る死亡保険金及

び入院保険金等の支払いを求めるため、訴えを

提起したいが、この訴えの提起については、地

方自治法第９６条第１項第１２号の規定により

議会の議決を要する。 

第５１号議案 訴えの提起について 土地売買契約等の解除に伴う前払金の返還及び

遅延損害金の支払いを求めるため、訴えを提起

したいが、この訴えの提起については、地方自

治法第９６条第１項第１２号の規定により議会

の議決を要する。 

第５２号議案 財産の無償貸付けについ

て（高島町） 

高島町の財産を無償で貸し付けたいが、この財

産の無償貸付けについては、地方自治法第９６

条第１項第６号の規定により議会の議決を要す

る。 

第５３号議案 公の施設の指定管理者の

指定について（長崎市障

害福祉センター） 

公の施設の管理を行わせるため、指定管理者を

指定したいが、この指定については、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を経る必要がある。 

第５４号議案 公の施設の指定管理者の

指定について（長崎市夜

間急患センター） 
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第５５号議案 公の施設の指定管理者の

指定について（長崎市蚊

焼地区ふれあいセンター

） 

第５６号議案 地方独立行政法人長崎市

立病院機構第３期中期計

画の認可について 

地方独立行政法人長崎市立病院機構第３期中期

計画を認可したいが、この中期計画を認可する

に当たっては、地方独立行政法人法第８３条第 

３項の規定により議会の議決を経る必要がある。

第５７号議案 土地の取得について（戸

石町） 

東工場に係る都市計画区域の民有地の公有化を

図るため、戸石町の土地を購入したいが、この

土地の購入については、その予定価格が２，０

００万円以上であり、かつ、その面積が５，０

００平方メートル以上であるため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す 

る条例第３条の規定により議会の議決を要する。

第５８号議案 工事の請負契約の締結に

ついて（（仮称）長崎恐

竜博物館建設主体工事） 

（仮称）長崎恐竜博物館建設主体工事の請負に

ついては、予定価格が１億５，０００万円以上

であるため、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より議会の議決を要する。 

第５９号議案 工事の請負契約の一部変

更について（重要文化財 

、旧グラバー住宅保存修

理工事） 

重要文化財 旧グラバー住宅保存修理工事の請

負契約については、煙突周囲を補強する必要が

生じたこと等により工事の設計を変更したこと

に伴い、契約の金額を変更する必要がある。 

第６０号議案 工事の請負契約の一部変

更について（林道大崎線

地すべり災害復旧工事） 

林道大崎線地すべり災害復旧工事の請負契約に

ついては、崩壊部分の掘削作業に係る安全性を

確保するため、施工方法の変更を行う必要が生

じたこと等により工事の設計を変更したことに

伴い、契約の金額及び工期を変更する必要があ

る。 

第６１号議案 製造の請負契約の締結に

ついて（（仮称）長崎恐

竜博物館展示物製造） 

（仮称）長崎恐竜博物館展示物製造の請負につ

いては、予定価格が１億５，０００万円以上で

あるため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を要する。 

第６２号議案 市道路線の認定について

（認定４件）  

道路の帰属に伴い、市道路線を認定したいが、

この認定については、道路法第８条第２項の規

定により議会の議決を経る必要がある。 
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第６３号議案 あらたに生じた土地の確

認及び町の区域の変更に

ついて（小ヶ倉町３丁目

） 

小ヶ倉町３丁目の公有水面埋立地は、本市の区

域内にあらたに生じた土地として確認する必要

があるのと、この確認に伴い町の区域を変更す

る必要があるため、議会の議決を経たい。 

第６４号議案 相互救済事業の委託につ

いて 

市営住宅及び共同施設に係る相互救済事業を委

託したいが、この委託については、地方自治法

第２６３条の２第１項の規定により議会の議決

を経る必要がある。 

第６５号議案 法律上市の義務に属する

損害賠償の額の決定及び

和解について 

黒崎東小学校のロッカーの管理瑕疵により他人

に損害を与えた事件について、被害者に対して

その損害を賠償し、和解したいが、この損害賠

償の額の決定及び和解については、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より議会の議決を要する。 

第６６号議案 （仮称）長崎市三重学校

給食センター整備運営事

業に係る契約の締結につ

いて 

（仮称）長崎市三重学校給食センター整備運営

事業については、当該施設の買入れに係る予定

価格が１億５，０００万円以上であるため、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律第１２条の規定により議会の議

決を経る必要がある。 

第６７号議案 包括外部監査契約の締結

について 

包括外部監査契約を締結する場合においては、

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定によ

り、あらかじめ議会の議決を経る必要がある。 

第 １号報告 専決処分の報告について（法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及

び和解について（１件）） 

第 ２号報告 専決処分の報告について（訴訟物の価額が３００万円以下の訴えの提起に

ついて（２件）） 

第 ３号報告 専決処分の報告について（市営住宅の家賃等の支払いに係る和解について

（１件）） 

第 ４号報告 専決処分の報告について（工事の請負契約の契約の金額の変更について（

５件）） 

第 ５号報告 専決処分の報告について（工事の施行協定の協定の金額の変更について（

１件）） 
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